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新型コロナウイルス感染症の流行を早期に収束させるため、３月に一斉臨時休業に御協力いただきました。その
後も、新規の感染者数が都市部を中心に増加し、感染経路が不明な感染者も増えてきており、引き続き警戒を
一切緩めることなく、地域の状況に応じ、学校の再開を含む準備を進めることが必要です。
学校再開にあたり、感染症対策の徹底を図る上で必要となるマスクや消毒液の購入等の支援、未指導分の補
習等のための支援、子供たちの心のケア、保護者や学生等の経済的な負担軽減などに取り組みます。

学校再開に向けた支援

● 全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・高等専修学校等の児童生徒及び教職員に対して、４月以降を目途に１人２枚の布製マスクを
配布（４月中に１枚、５月以降に１枚）します。また、布製マスク、消毒液、非接触型体温計等の保健衛生用品を購入する学校設置者を支援します。

● 幼稚園の教職員に対して布製マスクを配布するとともに、子供用マスク、消毒液、感染防止用の備品等の購入経費を支援します。

● 学校設置者による特別支援学校のスクールバスでの感染リスクの低減を図る取組（１台に乗車する幼児児童生徒の少人数化等）を支援します。

● 新型コロナウイルス対策の指導に対応・活用するため、教職員向けの保健教育の指導書を改訂するとともに、小中高校生向けの啓発教材を改訂します。

● トイレ等の衛生環境を改善し、安心して学び、生活することのできる環境を整備します。

学校における感染症対策

● 一斉臨時休業に伴う未指導分の補習等を支援する学習指導員の追加配置や、教員の加配に必要な経費を支援します。

● 一斉臨時休業により生活リズム等が乱れた子供のケア等を行うため、教員の加配やスクールカウンセラー等の追加配置に必要な経費を支援します。

学習指導、心のケア等

（※下線部は、令和２年度補正予算案における措置）

● 子供たちの元気を取り戻し健やかな成長を図るため、青少年教育団体等が行う自然体験活動、
安心・安全に楽しく運動する機会、質の高い文化芸術に触れる機会の提供・充実を支援します。

子供たちの体験活動等
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困難な状況にある学生等への支援

● 家計が急変した世帯の高校生等に対して、授業料減免や高校生等奨学給付金を通じた支援を実施します。就学援助の柔軟な対応も要請しました。

● 家計が急変するなどして、経済的支援を必要とする家庭の学生を対象として、奨学金や授業料減免等を通じた支援を実施します。

● 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、経済的困難が生じた学生に対し、各大学等が、授業料等の納付猶予や独自の授業料減免等も含め
たきめ細かな配慮を行うことができるよう、国としても支援します。

● 新型コロナウイルスの影響により速やかな帰国が困難な日本人留学生、帰国後もオンライン等で留学先大学の学修を継続している日本人留学生、
予定どおりの渡日が困難となった外国人留学生の学びの機会を確保するため、奨学金等の取扱いを柔軟化します。

● 日本人留学生の帰国時の経済的負担を軽減します。

日本人・外国人留学生への柔軟な支援

● 一斉臨時休業に伴い、修学旅行の中止や延期により発生したキャンセル料等について、保護者の経済的な負担軽減を図るため、一定の所要額を
自治体等に対して支援します。

● 一斉臨時休業期間の学校給食費（食材費）について保護者への返還等を学校設置者に要請しました。保護者への返還や食材のキャンセル費等
により学校設置者の負担となる費用を支援します。

修学旅行の中止や延期、学校給食の休止への対応
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（※下線部は、令和２年度補正予算案における措置）

上記のほか、「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」、

「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」については、こちらに掲載しています。

（https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00001.html）

● 貸与奨学金の返還が困難な者に対し、返還猶予や減額返還等の返還支援を行います。

● 経済団体等へ就職活動中の学生への十分な情報提供や卒業予定の学生等の採用内定取
消し防止等を要請するとともに、大学等へ学生への支援をお願いしています。

高等教育の
修学支援新制度 貸与型奨学金

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00001.html
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm


学校休業時における子供たちの「学びの保障」

新型コロナ感染症による学校の臨時休業などの緊急時においても、子供たちの学びを保障できるよう、オンライン
等も活用した家庭学習と、教師による対面での学習サポート・学習状況の把握の組合せにより、子供たちの学び
を支援します。併せて、ICTを活用し、家庭等でも学び続けられる環境整備を急ピッチで進めます。

● 学校・児童生徒の実態等に応じ、紙の教材・テレビ放送等を活用した学習、オンライン教材等を活用した学習、

同時双方向型のオンラインでの指導を組み合わせた家庭学習を支援します。

※ 登校できない児童生徒が、同時双方向型のオンラインでの指導、オンライン教材等を活用した学習など、

ICTを活用した学習を行った場合等において、その学習状況や成果を、授業に参加した場合と同様に

評価することができる旨を、速やかに通知予定。

✔ 紙の教材・テレビ放送等を活用した学習

・ 家庭環境等によりオンライン学習等が困難な児童生徒には、紙で適切な教材を提供するとともに、電話・家庭訪問等で教師がサポート

・ NHK Eテレ（５月１日まで特別編成を継続）等のテレビ放送を活用

✔ オンライン教材等を活用した学習

・ 「子供の学び応援サイト」 の充実

※ 各教科等の領域・単元ごとに参考となる動画、教材例を整理した一覧表を掲載、随時充実

・ 経済産業省 「未来の教室」 事業などとの連携

✔ 同時双方向型のオンラインでの指導

・ スマートフォンや家庭のパソコンを利用した同時双方向型のオンラインでの指導（例：テレビ会議システムの利用等）

・ 教科書を使用した教育を円滑に行えるよう、教科書の内容に対応した教材を提示

・ 同時双方向での学習成果の確認や健康観察を実施することにより、学校・教師と子供たち・家庭のつながりを維持

● 学校が整備する端末を家庭で活用する際のガイドラインを策定します。

● 休業中に学校で子供を預かる際に、子供の自習や学習の支援を行う学習指導員の配置や教員の加配を支援します。

子供たちの学びを止めないための支援
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https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm


● 大学・高専における単位や卒業等の認定に関し、補講や遠隔授業の活用等も通じて、弾力的に対処できることを周知・徹底します。

● 同時双方向型の遠隔授業が自宅で可能であることや、授業の一部が遠隔授業でも単位の上限ルールが適用されないことを周知・徹底します。

【高等教育段階】大学等における遠隔授業の環境整備

● 遠隔授業を行うための機材（カメラ・音声機器等）や学生のモバイル通信装置など、遠隔授業の実施に必要
な環境整備を進めます。また、遠隔授業の好事例について収集・紹介し、各大学等の取組を後押しします。

● 学生の通信料の負担軽減について、関係省庁と連携しつつ、各通信事業者との協議を進めます。

● 平成30年著作権法改正を早期に施行し、大学等の遠隔授業における著作物の円滑な利用を促進します。

● 令和５年度達成としていた、義務教育段階の 「１人１台端末」 の整備を前倒しするとともに、

障害のある児童生徒に対応した入出力支援装置の整備を支援します。

● Wi-Fi環境が整っていない家庭に対する、LTE通信環境（モバイルルータ）の整備を支援します。

● 学校と児童生徒が同時双方向でやりとりを円滑に行うため、教師が使うカメラ・マイク等の通信装置等の整備を支援します。

● ICT活用教育アドバイザーや教科調査官等を活用し、自治体が実施する教師のICT活用研修の充実に向けた支援を行います。

● 平成30年著作権法改正を早期に施行し、オンラインでの指導における著作物の円滑な利用を促進します。

【初等中等教育段階】ICT環境の早期整備

（※下線部は、令和２年度補正予算案における措置）
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子供たちの居場所の確保

● 地域と学校が連携・協働して、学校の臨時休業の期間中、自宅で過ごすことのできない
児童生徒の居場所や学習機会を確保します。

ホームページ
学校と地域でつくる学びの未来

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
https://manabi-mirai.mext.go.jp/


大学病院における診療体制や人材育成の強化

感染症研究・大学病院への支援

まさに現在、現場の最前線で新型コロナウイルス感染症の診療や研究開発等に取り組んでいる皆様に感謝申し
上げます。現場での診療体制の確立・強化や、治療薬やワクチンの開発は喫緊の課題となっています。
このため、①新型コロナウイルス感染症対策のための研究基盤の強化・研究の加速化、②大学病院における診
療体制や人材育成の強化に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症に係る研究基盤の強化・研究の加速

● 未知の感染症である新型コロナウイルス感染症の克服に向けて、従来のスキームにとらわれず（補助率10/10） 、国公私立大学病院にECMO（体
外式膜型人工肺）等の医療機器を整備し、高度先端医療人材の養成を支援します。

● 地域医療の拠点である国立大学病院において、人工呼吸器や減菌装置等の整備を行い、感染症医療に対応する高度な医療人材を養成します。

● アジア地域の感染症研究拠点の基盤を強化し、拠点を活用した研究を推進することで、治療薬等の早期
開発に貢献します。

● 医薬品等の研究開発を加速化するため、アカデミアや民間企業のための創薬研究支援基盤を強化・充実
させます。

● 検査時間を大幅に短縮できる迅速検査システムの研究開発を支援し、全国における新型コロナウイルス感
染症の早期発見に貢献します。

● 遺伝子組換え実験を行う場合に必要となるカルタヘナ法に基づく大臣確認手続きを優先的に実施します。

● スーパーコンピュータ「富岳」の試行的利用を一部前倒しするとともに、大学・国研のスパコンの計算資源活
用の臨時公募を実施し、研究を推進します。

● ワクチン開発や新たな検査法の確立等が見込まれる研究について、国立大学の研究基盤設備を整備する
ことで研究を加速化します。

● 研究者等向けに、感染症研究についての留意点、文部科学省に関連する研究成果や、研究活動に影響
を受けた方等が利用可能な研究機関の研究機器等に関する情報をまとめたポータルサイトを公表します。
（https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00004.html）

（※下線部は、令和２年度補正予算案における措置）
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https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00004.html


政府からのスポーツ・文化イベント等の自粛要請に対して、先陣を切って御協力いただいていることに改めて感謝
申し上げます。他方で、これに伴い、いわゆるフリーランスの方をはじめとして大きな影響が出ています。
この政府からの要請により大きな影響を受けている皆様に対し、イベントや公演の中止等により生活や事業運営
に支障を生じた個人・団体への支援、スポーツ・文化施設やイベント・公演等の再開に向けた感染症対策、スポー
ツ・文化芸術への関心と熱意を盛り上げるための支援を、関係省庁とも連携して、政府一体となって取り組みます。

スポーツ関係者への支援

スポーツ・文化芸術活動への支援
（※下線部は、文部科学省における令和２年度補正予算案における措置）

STEP.１雇用維持・事業継続支援

○ 団体・個人向けの政府全体の支援策をスポーツ団体に提示
◆金融公庫等による緊急貸付・保証枠の拡充 ◆雇用調整助成金の特例措置の大幅な拡充
◆緊急小口資金の特例貸付 など

◆ 事業継続に困る中小・小規模事業者等や全国全ての人々への新たな給付金制度を創設

◆：政府全体の取組 ○：文部科学省・スポーツ庁の取組

STEP.２安全・安心な環境における
再開等の支援

○ スポーツイベントの感染症拡大防止対策（サーモメータ―、消毒用アルコール等）の経費支援

○ 公立社会体育施設に対する換気扇・ファン・空気調整機の整備のための改修

○ トップアスリートが安全・安心に利用できるようにするためのハイパフォーマンススポーツ
センターの空調設備更新等の感染症予防対策・相談体制の強化

STEP.３スポーツへの関心と熱意の
盛り上げ支援

○ スポーツイベントの継続的な顧客獲得のための広報経費の支援

○ スポーツによる地域活性化・交流イベントの開催経費の支援

◆ イベント・エンターテインメント事業を対象に、一定期間、官民一体型の消費喚起キャンペーン
を実施（イベント・エンターテインメントのチケットを購入した消費者に対し、割引・ポイン
ト・クーポン券等を付与する等）

○ イベント自粛や一斉休校による子供の運動不足解消のための運動機会創出プランの実施や
コンテンツの情報提供

スポーツの価値を
再び実感する社会へ

○ 放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除対象とする税制改正
６



▶金融公庫等による緊急貸付・保証枠の拡充

▶雇用調整助成金の特例措置の拡充

アートキャラバンについて

最先端技術を活用した鑑賞環境等

改善（文化施設の収益力強化について）

▶小口融資の拡大

文化施設が負担した

キャンセル料への対応

文化施設の再開支援

▶事業継続に困っている中小・小規模事業者等
への支援

▶全国全ての人々への新たな給付金（特別定額

給付金（仮称））

文化施設における感染症予防対策、混雑

緩和策としての時間制来館者システム導入

を支援します。

学校一斉休業で中止せざるを得なかった

鑑賞教室や子供の文化芸術体験

活動を支援します。
動画制作・配信、教育コンテンツ等の制作

支援等による鑑賞環境・収益力強化や博

物館異分野連携モデルの構築を行います。

生徒・アマチュアを含む芸術団体やフリーランス

を含む芸術家による公演・展示を全国開催

します。

チケット払戻請求権放棄を

寄附金控除とする税制改正

子供たちの文化芸術の鑑賞・

体験機会の創出

融資や給付金等の対応について（政府全体の取組）

感染拡大防止に向けた対応等により生じた

指定管理者制度を導入している施設のキャ

ンセル等による減収について、地方公共団体

における適切な運用を依頼します。

文化芸術に係るイベントの入場料等について

観客等が払戻請求権を放棄した場合には、

当該放棄した金額について、寄附金控除の

対象とします。

▶は他省庁と連携する取組等

▶一定期間に開催されるイベント・エンターテインメント

のチケットを購入した消費者に対し、

割引・クーポン等を付与。［経産省と連携］

自粛要請期
再開期

反転攻勢期

※具体的にどの制度が利用できるのか等、文化
芸術関係者の個別のニーズに応じた情報提供
等を行います。

※文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性
も踏まえたものとなるよう協力します。

文化芸術関係者への支援
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（※赤字下線部は、文部科学省における令和２年度補正予算案における措置）



各支援策等の窓口 文部科学省電話番号（代表）：03-5253-4111

学校再開に向けた支援

学校における感染症対策

（全体（下記以外の事項）について）初等中等教育局健康教育・食育課（内線2976）

（幼稚園について）初等中等教育局幼児教育課（内線2373）

（特別支援学校のスクールバスについて）初等中等教育局特別支援教育課（内線2430）

（学校施設について）［公立］大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課（内線3769）

［国立］大臣官房文教施設企画・防災部計画課（内線2299）

［私立］高等教育局私学部私学助成課（内線2774）

学習指導、心のケア等

（学習指導員の追加配置について）初等中等教育局財務課（内線3704）

（教員の加配について）初等中等教育局財務課（内線2038）

（スクールカウンセラー等について）初等中等教育局児童生徒課（内線3289）

子供たちの体験活動等

（自然体験活動について）総合教育政策局地域学習推進課（内線2056）

（運動機会創出等について）スポーツ庁健康スポーツ課（内線3939）

（文化芸術の鑑賞・体験機会の創出について）文化庁参事官（芸術文化担当）（内線2835）

修学旅行の中止や延期、学校給食の休止への対応

（国内修学旅行について）初等中等教育局児童生徒課（内線2389）

（海外修学旅行について）総合教育政策局教育改革・国際課（内線3487）

（学校給食について）初等中等教育局健康教育・食育課（内線2694）

困難な状況にある学生等への支援

（家計が急変した高校生等への支援、就学援助について）初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム（内線3578）

（高等教育の修学支援新制度・日本学生支援機構の奨学金・就職活動について）

高等教育局学生・留学生課（内線3050）

（授業料減免について）［国立大学］高等教育局国立大学法人支援課（内線2494）

［私立大学］高等教育局私学部私学助成課（内線2545）

［私立高校等］高等教育局私学部私学助成課（内線2547）

［高等専門学校］高等教育局専門教育課（内線3347）

日本人・外国人留学生への柔軟な支援 高等教育局学生・留学生課留学生交流室（内線3433）
８



感染症研究・大学病院への支援

新型コロナウイルス感染症に係る研究基盤の強化・研究

の加速

（新型コロナウイルス感染症に係る研究の加速について）科学技術・学術政策局政策課（内線3907）

研究振興局振興企画課（内線4229）

（国立大学の研究基盤設備の整備について）高等教育局国立大学法人支援課（内線3083）

大学病院における診療体制や人材育成の強化 高等教育局医学教育課（内線2578）

学校休業時における子供たちの「学びの保証」

子供たちの学びを止めないための支援

（全体（下記以外の事項）について）初等中等教育局情報教育・外国語教育課（内線2085）

（登校できない児童生徒がICTを活用した学習を行った場合等について）初等中等教育局教育課程課（内線2367）

（学習指導員の配置について）初等中等教育局財務課（内線3704）

（教員の加配について）初等中等教育局財務課（内線2038）

【初等中等教育段階】ICT環境の早期整備

（全体（下記以外の事項）について）初等中等教育局情報教育・外国語教育課（内線2085）

（障害のある児童生徒に対応した入力支援装置の整備について）初等中等教育局特別支援教育課（内線3256）

（オンラインでの指導における著作物の円滑な利用の促進）文化庁著作権課（内線２９８２）

【高等教育段階】大学等における遠隔授業の環境整備

（全体（下記以外の事項）について）高等教育局専門教育課（内線2501）

（遠隔授業の制度について）高等教育局大学振興課（内線3338）

（大学等の遠隔授業における著作物の円滑な利用の促進）文化庁著作権課（内線２９８２）

子供たちの居場所の確保 総合教育政策局地域学習推進課（内線3261）

スポーツ・文化芸術活動への支援

スポーツ関係者への支援

Step.1 雇用維持・事業継続支援

（団体・個人向けの政府全体の支援策について）関係省庁の施策について案内する事務連絡をHPに掲載しています。

https://www.mext.go.jp/content/20200401-mxt_kouhou02-000004520_02.pdf

（チケット払戻請求権放棄を寄付金控除とする税制改正について）

[観戦チケット] スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）（内線2686）

[イベント参加料] スポーツ庁健康スポーツ課（内線2688）

※「新たな給付金制度の創設」の窓口については制度創設後にスポーツ庁HPにおいて掲載予定です。 9
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スポーツ・文化芸術活動への支援（つづき）

スポーツ関係者への支援

Step.2 安全・安心な環境における再開等の支援

（スポーツイベントの感染症拡大防止対策の経費支援について）

[全国規模のリーグ又は大会の主催者] スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）（内線3943）

[地域スポーツコミッション] スポーツ庁参事官（地域振興担当）（内線3931）

[障害者スポーツ団体] スポーツ庁健康スポーツ課（内線3490）

（公立社会体育施設の改修について） スポーツ庁参事官（地域振興担当）（内線3934）

（ハイパフォーマンススポーツセンターの感染症予防対策等について） スポーツ庁競技スポーツ課（内線2678）

Step.3 スポーツへの関心と熱意の盛り上げ支援

（スポーツイベントの広報経費支援について）

Step.2の「（スポーツイベントの感染症拡大防止対策の経費支援について）」と同じ。

（地域活性化・交流イベントの開催経費の支援について）スポーツ庁参事官（地域振興担当）（内線3931）

（子供の運動機会創出等について）スポーツ庁健康スポーツ課（内線3939）

※「イベント・エンターテインメント事業を対象とした官民一体型の消費喚起キャンペーン」の窓口については制度創設後にスポーツ庁HPに

おいて掲載予定です。

文化芸術関係者への支援

（指定管理者制度を導入している文化施設が負担したキャンセル料への対応について）

文化庁企画調整課（内線4833）

（文化施設の再開支援について）文化庁企画調整課（内線3056）

（最先端技術を活用した鑑賞環境等改善について）

［博物館］文化庁企画調整課（内線3056）

［文化芸術団体］文化庁参事官（芸術文化担当）（内線2084）

（アートキャラバンについて）文化庁参事官（芸術文化担当）（内線2084）

（子供たちの文化芸術の鑑賞・体験機会の創出について）文化庁参事官（芸術文化担当）（内線2835）

（チケット払戻請求権放棄を寄附金控除とする税制改正について）文化庁税制担当（内線4764）

※関係省庁の施策については、文化庁HPを参照ください。随時情報の更新と対応の充実を図る予定です。

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html
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